
鳥取県・岡山県共同アンテナショップ

「とっとり・おかやま新橋館」催事スペース出展ポイント

×

１ 催事実施予定の確保
まずはお電話で事務局へおたずねください。予約状況は日々変わっています。

２ 実施内容を決めるうえでの注意点
（１）物販を行う場合

ア ショップで販売している同じ商品を販売する場合の注意点
・価格：同じ商品の売価が異なるとトラブルの原因になります。
・精算：お客様が２Ｆで精算したものを無表示で、ショップのかごにいれると、１階
ショップにて２重にレジ入力してしまいます。包装するか精算済シールを貼りましょう。

イ エントリシートの提出は不要ですが、食品表示など法律に定められている事由は遵守
してください。

ウ 売れ残った商品は、原則、お持ち帰りいただきます。
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（２）食品販売・提供を行う場合
食品衛生許可は、運営事業者の（株）稲田屋本店の名義で許可を受けています。
試食提供、販売を問わず品目リスト・実施内容は、運営事業者へ通告する必要が

ありますので、開催日の10日前までに事務局へ提出してください。内容によっては、
実施できない場合があります。

（３）酒類の販売を行う場合
「期限付酒類小売業免許届出書」もしくは「同 申請書」を所轄の税務署に提出

してください。
提出期限：開催日の10日前。申請書の詳細は税務署におたずねください。
提 出 先：芝税務署

〒108-8401 港区芝5丁目8番１号
電話番号：03(3455)0551

３ 事前告知について
当館のＨＰで告知するほか、チラシをショップでレジ袋

に入れる。東京事務所で配布するなどの広報活動を行いま
す。
チラシ（Ａ５）及びＰＤＦデータを14日前までに作成し、

事務局へお送りください。
枚数は、1,500枚が目安です。
原稿段階で、事前にご相談ください。
ＤＭを２ヶ月に１回、メルマガを１ヶ月に２回配信して

います。内容が荒削りでも良いので、早めにお知らせいた
だけると告知の機会が広がります。

「とっとり・おかやま新橋館」での催事実施にあたっての注意点をまとめました。
要領とともに催事の計画にあたって、参照していただきますようお願いします。

４ 問い合わせ先
装飾、電気容量、大きい音、強いニオイなどのご相談は、事務局までご連絡ください。
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６ 当日の誘客ポイント
催事スペースは２階奥側になるため、お客様をいかに２階に上げるかが重要です。

・ウインドウを活用しての外側へのアピール

・階段上がり口、催事スペース入口への看板の設置（Ｂ２版貼りパネでの作成など）

・入口でのビラ配布 ・階段踊り場等での視線誘導

５ その他
・ゴミ

燃えるゴミ。燃えないゴミ（プラスチック含む）に分別して回収します。ゴミ袋（透明）
をご持参ください。ゴミ箱は備え付けがあります。処分は、ビル裏のゴミ置場までお願いし
ます。

・ポスターやサイン等を壁面に直接貼ることはできません。
・音響機器は、ＣＤ、ＤＶＤ、ＰＣによる動画が可能です。
・館内放送は、マイクがあり、全館放送が可能です。
・荷物送付の場合は、前日午後着で指定してください。「２階催事用」とわかるような標識
を貼付して事務局 担当者名宛で送ってください。冷蔵品、冷凍品を送る場合は、保管場所
に限りがあるので、発送前にご相談ください。

・荷物返送の場合は、着払いにてお預かりします。伝票はご持参ください。
（ヤマト運輸、佐川急便）


